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シュローダー・アジアパシフィックＥＳＧフォーカス・ファンド（資産成長

型）

【届出の対象とした募集（売出）内国投資

信託受益証券の金額】

8,000億円を上限とします。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2020年9月18日付をもって提出しました有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）において、当該ファ

ンドとマザーファンドを同じくするベビーファンドが設定されることに伴い、新設するベビーファンドと当該

ファンドとの関係性や違いを受益者にとって判別しやすくするため、ファンド名称の変更を行い、投資信託約

款中の語句及び表現の整備を行うことに伴い、記載事項の一部に訂正事項がありますのでこれを訂正するた

め、本訂正届出書を提出します。

２【訂正の内容】

＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部　　　は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載している内容

は原届出書が更新されます。なお、「第二部　ファンド情報　第１　ファンドの状況　５　運用状況」および

「第二部　ファンド情報　第３　ファンドの経理状況　２　ファンドの現況」は原届出書の更新後の内容を記

載しています。
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第一部【証券情報】

（１）【ファンドの名称】

＜訂正前＞

シュローダー・アジアパシフィック・エクセレント・カンパニーズ（以下「ファンド」といいます。）

＜訂正後＞

シュローダー・アジアパシフィックＥＳＧフォーカス・ファンド（資産成長型）（以下「ファンド」と

いいます。）

※2021年2月24日付でファンドの名称を「シュローダー・アジアパシフィック・エクセレント・カンパ

ニーズ」から「シュローダー・アジアパシフィックＥＳＧフォーカス・ファンド（資産成長型）」に

変更しました。以下同じ。

（５）【申込手数料】

＜訂正前＞

販売会社が定めるものとします。

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.30％（税抜3.00％）を上限として販売会社が独自に定める申

込手数料率を乗じて得た額とします。

申込手数料率につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ

い。

＜訂正後＞

申込手数料（スイッチングの際の申込手数料を含みます。）につきましては、販売会社が定めるものと

します。

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.30％（税抜3.00％）を上限として販売会社が独自に定める申

込手数料率を乗じて得た額とします。

申込手数料率につきましては、販売会社または「（８）申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ

い。
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第二部【ファンド情報】

第１【ファンドの状況】

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

＜更新後＞

③　ファンドの特色
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（２）【ファンドの沿革】

＜訂正前＞

2016年 6月30日
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・信託契約締結、設定、運用開始

＜訂正後＞

2016年 6月30日

・信託契約締結、設定、運用開始

2021年 2月24日

・ファンド名称変更

新名称：シュローダー・アジアパシフィックＥＳＧフォーカス・ファンド（資産成長型）

旧名称：シュローダー・アジアパシフィック・エクセレント・カンパニーズ

（３）【ファンドの仕組み】

＜訂正前＞

①　ファンドの仕組み

＊1～＊3（略）

 

②　委託会社の概況（2020年6月末現在）

１）～３）（略）

 

＜訂正後＞
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①　ファンドの仕組み

＊1～＊3（略）

 

②　委託会社の概況（2020年11月末現在）

１）～３）（略）

 

２【投資方針】

（３）【運用体制】

＜訂正前＞

①　運用体制

シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社（国内株式運用担当、外国株式運用担当）

が、ファンドおよびマザーファンドの運用を行います。

なお、ファンドの主要投資対象であるシュローダー・アジアパシフィック（除く日本）株式サステナブ

ル投資マザーファンドの運用にあたっては、シュローダー・インベストメント・マネージメント（香

港）リミテッドに外貨建資産の運用の指図に関する権限を委託します。

運用にあたっては、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社が「投資運用業務に係る

業務運営規程」（社内規則）に則り、以下の体制（委託会社と委託会社のグループ全体での運用体制を

示しています。）で臨みます。
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*1～*6（略）

②～③（略）

 

※上記体制は2020年6月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

＜訂正後＞

①　運用体制

シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社（国内株式運用担当、外国株式運用担当）

が、ファンドおよびマザーファンドの運用を行います。

なお、ファンドの主要投資対象であるシュローダー・アジアパシフィック（除く日本）株式サステナブ

ル投資マザーファンドの運用にあたっては、シュローダー・インベストメント・マネージメント（香

港）リミテッドに外貨建資産の運用の指図に関する権限を委託します。

運用にあたっては、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社が「投資運用業務に係る

業務運営規程」（社内規則）に則り、以下の体制（委託会社と委託会社のグループ全体での運用体制を

示しています。）で臨みます。

EDINET提出書類

シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

 9/56



*1～*6（略）

②～③（略）

 

※上記体制は2020年11月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 

（５）【投資制限】

＜訂正前＞

①　約款に定める投資制限

１）～11）（略）

12）先物取引等の運用指図

イ）（略）

ロ）委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引

所における通貨にかかる先物取引および先物オプション取引、ならびにわが国の金融商品取引所

および外国の金融商品取引所によらないで行う通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行

うことの指図をすることができます。

ハ）委託者は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならび

に外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引、ならびにわが国の金融商品取引所

および外国の金融商品取引所によらないで行う金利にかかる先物取引およびオプション取引を行

うことの指図をすることができます。

13）スワップ取引の運用指図

イ）～ロ）（略）
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ハ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額

等、法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって評価するものとします。

ニ）（略）

14）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図

イ）～ロ）（略）

ハ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示す

る価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがっ

て評価するものとします。

ニ）～ト）（略）

15）クレジットデリバティブ取引の運用指図

イ）～ロ）

ハ）クレジットデリバティブ取引（金融商品取引法第2条第22項第6号イに掲げるものに限ります。）の評

価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格情報会社が提供する価額等、法令および一般社団

法人投資信託協会規則にしたがって評価するものとします。

16）～19）

20）外国為替予約取引の指図

イ）～ハ）（略）

21）～22）（略）

＜訂正後＞

①　約款に定める投資制限

１）～11）（略）

12）先物取引等の運用指図

イ）（略）

ロ）委託者は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引

所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことの指図をすることができま

す。

ハ）委託者は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならび

に外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができ

ます。

ニ）委託者は、上記イ）に定める取引で金融商品取引所によらないものを行うにあたり担保の提供あ

るいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

13）スワップ取引の運用指図

イ）～ロ）（略）

ハ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格評価会社が提供する価額

等、法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって評価するものとします。

ニ）（略）

14）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図

イ）～ロ）（略）

ハ）金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が提示す

る価額、価格評価会社が提供する価額等、法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがっ

て評価するものとします。

ニ）～ト）（略）

15）クレジットデリバティブ取引の運用指図

イ）～ロ）（略）

ハ）クレジットデリバティブ取引（金融商品取引法第2条第22項第6号イに掲げるものに限ります。）

の評価は、当該取引契約の相手方が提示する価額、価格評価会社が提供する価額等、法令および

一般社団法人投資信託協会規則にしたがって評価するものとします。

ニ） 委託者は、クレジットデリバティブ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め

たときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

16）～19）（略）

20）外国為替予約取引の指図

EDINET提出書類

シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

11/56



イ）～ハ）（略）

ニ）委託者は、外国為替の売買の予約取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めた

ときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

21）～22）（略）

 

３【投資リスク】

＜訂正前＞

（１）ファンドのリスク

（略）

＜その他の留意事項＞

①～⑨（略）

⑩　現金等の組入に関する留意事項

市場動向等によっては、短期金融資産や現金の実質的な組入比率が高まり、その他の投資対象資産の

実質的な組入比率が低下する場合があります。

 

（２）リスク管理体制

①～④（略）

 

※上記体制は2020年6月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 

＜訂正後＞

（１）ファンドのリスク

（略）

＜その他の留意事項＞

①～⑨（略）

⑩　ファミリーファンド方式に関する留意事項

投資対象とするマザーファンドにおいて、他のベビーファンドの設定・解約等に伴なう組入有価証券

等の売買が行われた場合等には、組入有価証券等の価格変化や売買手数料の負担等により、ファンド

の基準価額に影響を与える場合があります。

⑪　現金等の組入に関する留意事項

市場動向等によっては、短期金融資産や現金の実質的な組入比率が高まり、その他の投資対象資産の

実質的な組入比率が低下する場合があります。

 

（２）リスク管理体制

①～④（略）

 

※上記体制は2020年11月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

＜更新後＞

≪参考情報≫
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４【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

＜訂正前＞

販売会社が定めるものとします。

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.30％（税抜3.00％）を上限として販売会社が独自に定める申

EDINET提出書類

シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

13/56



込手数料率を乗じて得た額とします。

申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞の場合、収益分配金の再投資により取得する口数

については、申込手数料はかかりません。

※申込手数料は、受益権購入に伴い必要な商品等に関する説明・情報提供、および事務コスト等の対価

です。

＜訂正後＞

申込手数料（スイッチングの際の申込手数料を含みます。）につきましては、販売会社が定めるものと

します。

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に3.30％（税抜3.00％）を上限として販売会社が独自に定める申

込手数料率を乗じて得た額とします。

申込手数料率につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。

＜分配金再投資コース（自動けいぞく投資コース）＞の場合、収益分配金の再投資により取得する口数

については、申込手数料はかかりません。

※申込手数料は、受益権購入に伴い必要な商品等に関する説明・情報提供、および事務コスト等の対価

です。

 

（５）【課税上の取扱い】

＜訂正前＞

（略）

①～⑤（略）

 

※外国税額控除の適用がある場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※上記は2020年6月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変

更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め

します。

＜訂正後＞

（略）

①～⑤（略）

 

※外国税額控除の適用がある場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。

※上記は2020年11月末現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが

変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧

めします。

５【運用状況】

【シュローダー・アジアパシフィック・エクセレント・カンパニーズ】

以下の運用状況は2020年11月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

（１）【投資状況】

 

 

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）
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親投資信託受益証券 日本 2,375,410,911 100.96

コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― △22,476,288 △0.96

合計（純資産総額） 2,352,934,623 100.00
 

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細
 

 

国・

地域
種類 銘柄名

数量又は

額面総額

簿価

単価

（円）

簿価

金額

（円）

評価

単価

（円）

評価

金額

（円）

投資

比率

(％)

日本 親投資信託受
益証券

シュローダー・アジアパシフィック
（除く日本）株式サステナブル投資
マザーファンド

804,808,988 1.5481 1,245,924,795 1.9333 1,555,937,216 66.13

日本 親投資信託受
益証券

シュローダー日本株式サステナブル
投資マザーファンド

461,883,494 1.5556 718,505,964 1.7742 819,473,695 34.83

 

ロ.種類別の投資比率
 

 

種類 投資比率(％)

親投資信託受益証券 100.96

合　　計 100.96
 

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

③【その他投資資産の主要なもの】

 

 

該当事項はありません。
 

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

 

 

期別
純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額(円)

分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き

第1計算期間末 (2017年 6月20日) 3,740 3,740 1.3300 1.3300

第2計算期間末 (2018年 6月20日) 6,627 6,627 1.4885 1.4885

第3計算期間末 (2019年 6月20日) 3,002 3,002 1.4233 1.4233

第4計算期間末 (2020年 6月22日) 2,826 2,826 1.4428 1.4428

2019年11月末日 2,538 ― 1.5178 ―

　　　12月末日 2,535 ― 1.5748 ―

2020年 1月末日 2,834 ― 1.5256 ―
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　　　 2月末日 2,951 ― 1.4488 ―

　　　 3月末日 2,527 ― 1.2515 ―

　　　 4月末日 2,671 ― 1.3356 ―

　　　 5月末日 2,738 ― 1.3740 ―

　　　 6月末日 2,800 ― 1.4415 ―

　　　 7月末日 2,779 ― 1.4901 ―

　　　 8月末日 2,734 ― 1.5677 ―

　　　 9月末日 2,519 ― 1.5439 ―

　　　10月末日 2,344 ― 1.5861 ―

　　　11月末日 2,352 ― 1.7454 ―
 

②【分配の推移】

 

 

期 期間 1口当たりの分配金（円）

第1期 2016年 6月30日～2017年 6月20日 0.0000

第2期 2017年 6月21日～2018年 6月20日 0.0000

第3期 2018年 6月21日～2019年 6月20日 0.0000

第4期 2019年 6月21日～2020年 6月22日 0.0000

 

③【収益率の推移】

 

 

期 期間 収益率（％）

第1期 2016年 6月30日～2017年 6月20日 33.00

第2期 2017年 6月21日～2018年 6月20日 11.92

第3期 2018年 6月21日～2019年 6月20日 △4.38

第4期 2019年 6月21日～2020年 6月22日 1.37

 

(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落ち）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の
計算期間末の基準価額（分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。

（４）【設定及び解約の実績】

 

 

期 期間 設定口数（口） 解約口数（口）

第1期 2016年 6月30日～2017年 6月20日 11,488,584,803 8,676,530,863

第2期 2017年 6月21日～2018年 6月20日 3,488,583,188 1,848,518,510

第3期 2018年 6月21日～2019年 6月20日 119,164,513 2,461,453,241

第4期 2019年 6月21日～2020年 6月22日 737,333,506 888,373,915

 

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

（参考）
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シュローダー・アジアパシフィック（除く日本）株式サステナブル投資マザーファンド

以下の運用状況は2020年11月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

 

 

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）

株式 オーストラリア 284,269,544 18.27

ニュージーランド 18,491,700 1.19

香港 86,283,270 5.55

シンガポール 6,322,621 0.41

タイ 34,779,479 2.24

フィリピン 6,812,640 0.44

インドネシア 13,782,770 0.89

韓国 203,385,835 13.07

台湾 196,097,720 12.60

中国 551,353,212 35.44

インド 131,181,155 8.43

小計 1,532,759,946 98.51

コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 23,163,510 1.49

合計（純資産総額） 1,555,923,456 100.00
 

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細
 

 

国・

地域
種類 銘柄名 業種

数量又は

額面総額

簿価

単価

（円）

簿価

金額

（円）

評価

単価

（円）

評価

金額

（円）

投資

比率

(％)

中国 株式 TENCENT HOLDINGS LTD メディア・
娯楽

15,800 6,169.36 97,475,888 7,812.20 123,432,760 7.93

台湾 株式 TAIWAN SEMICONDUCTOR

MANUFACTURING CO LTD

半導体・半
導体製造装

置

64,000 1,144.78 73,265,920 1,779.96 113,917,440 7.32

韓国 株式 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD テクノロ
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器

17,606 4,983.17 87,733,867 6,424.44 113,108,691 7.27

中国 株式 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 小売 29,380 2,934.60 86,218,548 3,612.63 106,139,363 6.82

オースト
ラリア

株式 CSL LTD 医薬品・バ
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ

ンス

2,218 22,169.30 49,171,524 23,303.72 51,687,673 3.32

香港 株式 AIA GROUP LTD 保険 42,400 962.12 40,793,888 1,185.90 50,282,160 3.23

オースト
ラリア

株式 BHP GROUP LTD 素材 16,499 2,715.69 44,806,204 2,977.95 49,133,283 3.16

中国 株式 JD.COM INC - CL A 小売 10,250 3,563.04 36,521,231 4,593.52 47,083,580 3.03
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中国 株式 CHINA PACIFIC INSURANCE

GR-H

保険 109,200 288.10 31,460,520 406.02 44,337,384 2.85

中国 株式 CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD 食品・飲
料・タバコ

79,000 407.89 32,223,784 535.33 42,291,070 2.72

インド 株式 HDFC BANK LTD 銀行 18,704 1,457.02 27,252,167 2,031.59 37,999,018 2.44

中国 株式 ZHEJIANG WEIXING NEW

BUILD-A

資本財 115,199 190.82 21,983,045 311.93 35,934,174 2.31

中国 株式 VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR 小売 13,231 2,201.42 29,127,108 2,701.13 35,738,783 2.30

台湾 株式 NOVATEK MICROELECTRONICS

COR

半導体・半
導体製造装

置

32,000 802.62 25,683,840 1,106.56 35,409,920 2.28

オースト
ラリア

株式 JAMES HARDIE INDUSTRIES-

CDI

素材 10,646 2,053.49 21,861,529 3,001.02 31,948,946 2.05

中国 株式 ALIBABA GROUP HOLDING-SP

ADR

小売 1,013 22,922.29 23,220,280 28,723.50 29,096,913 1.87

オースト
ラリア

株式 RESMED INC-CDI ヘルスケア
機器・サー

ビス

13,334 1,944.28 25,925,093 2,153.47 28,714,502 1.85

韓国 株式 LG CHEM LTD 素材 375 48,230.40 18,086,400 76,302.00 28,613,250 1.84

オースト
ラリア

株式 RIO TINTO LTD 素材 3,318 7,404.89 24,569,441 7,844.82 26,029,113 1.67

中国 株式 CHINA RESOURCES LAND LTD 不動産 54,000 427.19 23,068,368 457.61 24,710,940 1.59

中国 株式 CHACHA FOOD CO LTD-A 食品・飲
料・タバコ

27,516 901.36 24,801,906 891.05 24,518,175 1.58

インド 株式 PETRONET LNG LTD エネルギー 69,088 367.16 25,366,627 354.26 24,475,288 1.57

台湾 株式 MEDIATEK INC 半導体・半
導体製造装

置

9,000 2,121.20 19,090,814 2,639.00 23,751,000 1.53

台湾 株式 ASE TECHNOLOGY HOLDINGS CO 半導体・半
導体製造装

置

85,000 248.24 21,101,080 270.81 23,019,360 1.48

韓国 株式 LG ELECTRONICS INC 耐久消費
財・アパレ

ル

2,727 7,155.24 19,512,358 8,270.75 22,554,362 1.45

オースト
ラリア

株式 NATIONAL AUSTRALIA BANK

LTD

銀行 12,354 1,435.90 17,739,229 1,793.54 22,157,408 1.42

インド 株式 BANDHAN BANK LTD 銀行 42,334 425.65 18,019,773 517.47 21,906,575 1.41

韓国 株式 NAVER CORP メディア・
娯楽

763 27,788.77 21,202,836 26,799.90 20,448,324 1.31

オースト
ラリア

株式 BRAMBLES LTD 商業・専門
サービス

22,656 846.77 19,184,627 853.70 19,341,450 1.24

韓国 株式 NCSOFT CORP メディア・
娯楽

241 80,729.39 19,455,785 77,432.39 18,661,208 1.20

 

ロ.種類別及び業種別の投資比率
 

 

種類 国内／国外 業種 投資比率(％)

株式 国外 エネルギー 1.57

素材 9.53

資本財 2.48

商業・専門サービス 1.24

耐久消費財・アパレル 2.22

メディア・娯楽 10.45

小売 14.01

食品・飲料・タバコ 4.29

ヘルスケア機器・サービス 2.57

医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 4.25
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銀行 10.50

保険 7.72

不動産 4.45

ソフトウェア・サービス 1.91

テクノロジー・ハードウェアおよび機器 7.27

電気通信サービス 0.25

公益事業 1.19

半導体・半導体製造装置 12.60

合　　計 　 　 98.51
 

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

 

 

該当事項はありません。
 

シュローダー日本株式サステナブル投資マザーファンド

以下の運用状況は2020年11月30日現在です。

・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

投資状況

 

 

資産の種類 国・地域 時価合計（円） 投資比率（％）

株式 日本 826,781,540 99.10

コール・ローン等、その他資産（負債控除後） ― 7,508,894 0.90

合計（純資産総額） 834,290,434 100.00
 

投資資産

投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細
 

 

国・

地域
種類 銘柄名 業種

数量又は

額面総額

簿価

単価

（円）

簿価

金額

（円）

評価

単価

（円）

評価

金額

（円）

投資

比率

(％)

日本 株式 キーエンス 電気機器 600 44,570.00 26,742,000 53,290.00 31,974,000 3.83

日本 株式 村田製作所 電気機器 3,500 6,396.00 22,386,000 9,129.00 31,951,500 3.83

日本 株式 ＴＤＫ 電気機器 2,100 10,700.00 22,470,000 14,720.00 30,912,000 3.71

日本 株式 ＫＤＤＩ 情報・通
信業

10,000 3,144.77 31,447,700 2,982.50 29,825,000 3.57

日本 株式 豊田自動織機 輸送用機
器

3,700 5,750.66 21,277,442 7,540.00 27,898,000 3.34

日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通
信業

3,800 5,512.00 20,945,600 7,272.00 27,633,600 3.31
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日本 株式 ＳＭＣ 機械 400 55,630.00 22,252,000 66,320.00 26,528,000 3.18

日本 株式 マツモトキヨシホールディ
ングス

小売業 5,400 4,035.00 21,789,000 4,885.00 26,379,000 3.16

日本 株式 ニフコ 化学 7,000 2,300.00 16,100,000 3,675.00 25,725,000 3.08

日本 株式 日本電設工業 建設業 11,900 2,303.00 27,405,700 2,157.00 25,668,300 3.08

日本 株式 武田薬品工業 医薬品 6,700 4,031.00 27,007,700 3,745.00 25,091,500 3.01

日本 株式 シップヘルスケアホール
ディングス

卸売業 4,600 4,460.00 20,516,000 5,200.00 23,920,000 2.87

日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 4,500 4,714.00 21,213,000 5,190.00 23,355,000 2.80

日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 7,800 2,331.00 18,181,800 2,758.50 21,516,300 2.58

日本 株式 ダイキン工業 機械 900 17,941.44 16,147,300 23,665.00 21,298,500 2.55

日本 株式 スタンレー電気 電気機器 6,500 2,590.00 16,835,000 3,070.00 19,955,000 2.39

日本 株式 ＮＩＴＴＯＫＵ 機械 4,600 3,040.00 13,984,000 4,145.00 19,067,000 2.29

日本 株式 良品計画 小売業 8,600 1,563.00 13,441,800 2,147.00 18,464,200 2.21

日本 株式 ニトリホールディングス 小売業 800 19,835.00 15,868,000 22,230.00 17,784,000 2.13

日本 株式 エヌ・ティ・ティ・データ 情報・通
信業

12,800 1,237.00 15,833,600 1,388.00 17,766,400 2.13

日本 株式 アステラス製薬 医薬品 11,800 1,799.00 21,228,200 1,483.50 17,505,300 2.10

日本 株式 山九 陸運業 4,500 4,090.00 18,405,000 3,845.00 17,302,500 2.07

日本 株式 ディスコ 機械 500 25,300.00 12,650,000 33,250.00 16,625,000 1.99

日本 株式 三菱ＵＦＪフィナンシャ
ル・グループ

銀行業 35,900 437.50 15,706,250 448.50 16,101,150 1.93

日本 株式 ヤクルト本社 食料品 3,200 6,666.44 21,332,608 4,975.00 15,920,000 1.91

日本 株式 いすゞ自動車 輸送用機
器

15,500 982.55 15,229,525 1,018.00 15,779,000 1.89

日本 株式 デジタルガレージ 情報・通
信業

3,500 3,560.00 12,460,000 4,225.00 14,787,500 1.77

日本 株式 住友林業 建設業 7,500 1,309.51 9,821,325 1,901.00 14,257,500 1.71

日本 株式 大塚商会 情報・通
信業

2,800 5,700.00 15,960,000 5,060.00 14,168,000 1.70

日本 株式 ローツェ 機械 2,400 5,483.57 13,160,568 5,420.00 13,008,000 1.56

 

ロ.種類別及び業種別の投資比率
 

 

種類 国内／国外 業種 投資比率(％)

株式 国内 建設業 6.47

食料品 2.44

繊維製品 1.49

化学 4.66

医薬品 7.13

石油・石炭製品 0.82

ゴム製品 1.67

機械 14.04

電気機器 13.76

輸送用機器 6.86

精密機器 0.63

その他製品 1.40

陸運業 2.07

情報・通信業 13.29

卸売業 6.66
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小売業 7.51

銀行業 1.93

保険業 4.14

その他金融業 1.21

サービス業 0.92

合　　計 　 　 99.10
 

投資不動産物件

該当事項はありません。

その他投資資産の主要なもの

 

 

該当事項はありません。
 

≪参考情報≫

運用実績
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第２【管理及び運営】

１【申込（販売）手続等】
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＜訂正前＞

１【申込（販売）手続等】

（１）～（２）（略）

（３）申込みの受付

（略）

（４）取扱時間

（略）

（５）取得申込不可日

販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込みの受付は

行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

（略）

（６）申込金額

（略）

（７）申込単位

（略）

（８）申込代金の支払い

（略）

（９）受付の中止および取消

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他や

むを得ない事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産

凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖も

しくは流動性の極端な減少等）があるときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付

けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。

（10）米国人投資家に適用ある制限

（略）

 

＜訂正後＞

１【申込（販売）手続等】

（１）～（２）（略）

（３）スイッチング

・スイッチングとは、保有しているファンドを売却し、その売却代金をもって他のファンドを取得するこ

とで、売却するファンドと取得するファンドを同時に申込みいただきます。

・申込みの際に、スイッチングの旨をご指示ください。

・以下のファンド間でスイッチングを行なうことができます。

シュローダー・アジアパシフィックＥＳＧフォーカス・ファンド（資産成長型）

シュローダー・アジアパシフィックＥＳＧフォーカス・ファンド（予想分配金提示型）
＊

＊2021年2月25設定

・スイッチングの際には、換金時と同様に信託財産留保額、税金および販売会社が定める購入時手数料が

かかる場合があります。

※スイッチングの取扱いの有無や内容等は販売会社によって異なります。詳しくは、販売会社にお問い合

わせください。

（４）申込みの受付

（略）

（５）取扱時間

（略）

（６）取得申込不可日

販売会社の営業日であっても、取得申込日が下記のいずれかに該当する場合は、取得の申込み（スイッ
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チングを含みます。）の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

（略）

（７）申込金額

（略）

（８）申込単位

（略）

（９）申込代金の支払い

（略）

（10）受付の中止および取消

委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他や

むを得ない事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産

凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖も

しくは流動性の極端な減少等）があるときは、取得の申込み（スイッチングを含みます。以下同じ。）

の受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。

（11）米国人投資家に適用ある制限

（略）

２【換金（解約）手続等】

＜訂正前＞

＜解約請求による換金＞

（１）～（２）（略）

（３）解約請求不可日

販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求の受付は行な

いません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

（略）

（４）～（８）（略）

（９）受付の中止および取消

・委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他や

むを得ない事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産

凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖も

しくは流動性の極端な減少等）があるときは、解約請求の受付を中止すること、および既に受け付けた

解約請求の受付を取り消すことができます。

・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で

きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基

準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約

請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。

＜訂正後＞

＜解約請求による換金＞

（１）～（２）（略）

（３）解約請求不可日

販売会社の営業日であっても、解約請求日が下記のいずれかに該当する場合は、解約請求（スイッチン

グを含みます。）の受付は行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。

（略）

（４）～（８）（略）

（９）受付の中止および取消

・委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他や

むを得ない事情（投資対象国・地域における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更や資産

凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖も

しくは流動性の極端な減少等）があるときは、解約請求（スイッチングを含みます。以下同じ。）の受
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付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。

・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の解約請求を撤回で

きます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基

準価額の計算日（この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の解約

請求を受け付けることができる日とします。）に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
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第３【ファンドの経理状況】

２【ファンドの現況】

以下のファンドの現況は2020年11月30日現在です。

【シュローダー・アジアパシフィック・エクセレント・カンパニーズ】

【純資産額計算書】

 

 

Ⅰ　資産総額 2,405,475,174円　

Ⅱ　負債総額 52,540,551円　

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 2,352,934,623円　

Ⅳ　発行済口数 1,348,044,528口　

Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7454円　
 

（参考）

シュローダー・アジアパシフィック（除く日本）株式サステナブル投資マザーファンド

純資産額計算書

 

 

Ⅰ　資産総額 1,575,284,426円　

Ⅱ　負債総額 19,360,970円　

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 1,555,923,456円　

Ⅳ　発行済口数 804,808,988口　

Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.9333円　
 

シュローダー日本株式サステナブル投資マザーファンド

純資産額計算書

 

 

Ⅰ　資産総額 845,054,351円　

Ⅱ　負債総額 10,763,917円　

Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 834,290,434円　

Ⅳ　発行済口数 470,225,336口　

Ⅴ　１口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.7742円　
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第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

＜訂正前＞

（１）資本金の額

2020年6月末現在 資本金 490,000,000円

 発行可能株式総数 39,200株

 発行済株式総数 9,800株

 

●過去５年間における主な資本金の増減

該当事項はありません。

 

（２）委託会社の機構（2020年6月末現在）

①～②（略）

＜訂正後＞

（１）資本金の額

2020年11月末現在 資本金 490,000,000円

 発行可能株式総数 39,200株

 発行済株式総数 9,800株

 

●過去５年間における主な資本金の増減

該当事項はありません。

 

（２）委託会社の機構（2020年11月末現在）

①～②（略）

 

２【事業の内容及び営業の概況】

＜更新後＞

当社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定を

行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として証券投資信託の運用その他の投資運

用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業および付随業務を行っています。

2020年11月末現在、委託会社が運用する証券投資信託は以下のとおりです（ただし、親投資信託を除きま

す。）。

ファンドの種類 本数 純資産総額（円）

追加型株式投資信託 54 653,149,026,701

 

３【委託会社等の経理状況】

＜更新後＞

1.　当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）

並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）

EDINET提出書類

シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

27/56



に基づいて作成しております。

また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大

蔵省令第38号）並びに同規則第38条、第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平

成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。

なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

 

2.　当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第29期事業年度（2019年1月1日から2019年12月

31日まで）の財務諸表について、ＥＹ新日本有限責任監査法人により監査を受けております。また、第30期

事業年度の中間会計期間（2020年1月1日から2020年6月30日まで）の中間財務諸表について、ＥＹ新日本有

限責任監査法人により中間監査を受けております。

 

（１）【貸借対照表】

　 　  (単位：千円）

　  
第28期

(2018年12月31日)

第29期

(2019年12月31日)

    

資　産　の　部    

流　動　資　産    

預金  1,662,090 1,345,979

前払費用  52,367 62,562

貸付金 *2 1,500,000 1,010,000

未収入金 *2 236,713 207,801

未収委託者報酬  705,207 639,271

未収運用受託報酬  1,490,494 1,013,562

未収還付法人税等  - 67,568

未収還付消費税等  - 49,534

その他の流動資産  31 -

流 動 資 産 合 計  5,646,905 4,396,281

固　定　資　産    

有 形 固 定 資 産    

建物附属設備(純額） *1 17,324 13,588

器具備品(純額） *1 53,945 37,863

有形固定資産合計  71,269 51,451

無 形 固 定 資 産    

電話加入権  3,699 3,699

ソフトウェア  7,068 2,323

無形固定資産合計  10,768 6,022

投資その他の資産    

投資有価証券  8,242 -

長期差入保証金  247,398 248,310

繰延税金資産  1,065,191 946,117

投資その他の資産合計  1,320,832 1,194,428

固 定 資 産 合 計  1,402,870 1,251,902

資　産　合　計  7,049,775 5,648,183

 

   (単位：千円）

  
第28期

(2018年12月31日)

第29期

(2019年12月31日)
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負 債 の 部    

流　動　負　債    

預り金  51,774 51,958

未払金    

未払収益分配金  25 -

未払償還金  4,161 -

未払手数料  193,667 181,987

その他未払金 *2 1,777,995 1,666,506

未払費用  67,452 76,786

未払法人税等  337,567 -

未払消費税等  57,096 -

流 動 負 債 合 計  2,489,740 1,977,239

固　定　負　債    

長期未払金 *2 632,083 542,551

長期未払費用  7,167 5,730

退職給付引当金  905,285 840,311

役員退職慰労引当金  9,500 14,773

資産除去債務  91,375 55,952

固 定 負 債 合 計  1,645,411 1,459,318

負　債　合　計  4,135,152 3,436,558

純 資 産 の 部    

株　主　資　本    

資本金  490,000 490,000

資本剰余金    

資本準備金  500,000 500,000

資本剰余金合計  500,000 500,000

利益剰余金    

その他利益剰余金    

繰越利益剰余金  1,925,057 1,221,625

利益剰余金合計  1,925,057 1,221,625

株主資本合計  2,915,057 2,211,625

評価・換算差額等    

その他有価証券評価差額金  △ 433 -

評価・換算差額等合計  △ 433 -

純 資 産 合 計  2,914,623 2,211,625

負 債 純 資 産 合 計  7,049,775 5,648,183

 

（２）【損益計算書】

   (単位：千円）

  

第28期

自　2018年 1月 1日

至　2018年12月31日

第29期

自　2019年 1月 1日

至　2019年12月31日

営業収益    

委託者報酬  3,095,865 2,711,007

運用受託報酬  5,855,881 3,914,289

その他営業収益  2,759,091 2,216,257

営業収益計　  11,710,839 8,841,553

営業費用    
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支払手数料  931,610 807,843

広告宣伝費  102,158 105,904

公告費  1,080 1,080

調査費    

調査費  207,669 217,840

委託調査費  2,275,623 1,473,096

図書費  1,503 3,000

事務委託費  320,220 298,912

営業雑経費    

通信費  26,775 18,610

印刷費  8,978 7,266

協会費  13,080 13,722

諸会費  2,663 5,238

営業費用計 *1 3,891,365 2,952,515

一般管理費    

給料    

役員報酬  298,836 209,369

給料・手当  1,554,122 1,501,295

賞与  902,601 748,730

交際費  10,855 8,807

旅費交通費  65,692 63,033

租税公課  72,533 48,865

不動産賃借料  245,615 249,794

退職給付費用  136,621 130,479

役員退職慰労引当金繰入  10,493 5,273

法定福利費  201,222 191,334

固定資産減価償却費  43,099 △ 9,311

諸経費  1,648,546 1,489,533

一般管理費計　 *1 5,190,241 4,637,206

営業利益（△営業損失）  2,629,232 1,251,831

営業外収益    

受取利息  933 463

受取配当金  15 15

有価証券売却益  - 70

為替差益  23,763 -

時効償還金  9,900 4,186

雑益  12,876 2,055

営業外収益計　  47,489 6,790

営業外費用    

有価証券売却損  57 -

為替差損  - 10,117

雑損失  231 1,438

営業外費用計　  288 11,555

経常利益（△経常損失）  2,676,434 1,247,065

特別損失    

割増退職金等  36,780 61,497

固定資産除却損  84 1,103

特別損失計　  36,864 62,601

税引前当期純利益  2,639,569 1,184,464

法人税、住民税及び事業税  777,686 298,822

法人税等調整額  92,140 119,074
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法人税等合計  869,827 417,897

当期純利益（△当期純損失）  1,769,741 766,567

 

（３）【株主資本等変動計算書】

第28期（自　2018年1月1日　至　2018年12月31日）

（単位：千円）

 株主資本 評価・換算差額等 純資産合計

資本金 資本

剰余金

利益剰余金 株主資本

合計

その他有価証券

評価差額金

資本

準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高 490,000 500,000 2,115,315 3,105,315 △ 11 3,105,303

当期変動額       

剰余金の配当   △ 1,960,000 △ 1,960,000  △ 1,960,000

当期純利益   1,769,741 1,769,741  1,769,741

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）
    

△ 421 △ 421

当期変動額合計 - - △ 190,258 △ 190,258 △ 421 △ 190,679

当期末残高 490,000 500,000 1,925,057 2,915,057 △ 433 2,914,623

 
第29期（自　2019年1月1日　至　2019年12月31日）

（単位：千円）

 株主資本 評価・換算差額等 純資産合計

資本金 資本

剰余金

利益剰余金 株主資本

合計

その他有価証券

評価差額金

資本

準備金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高 490,000 500,000 1,925,057 2,915,057 △ 433 2,914,623

当期変動額       

剰余金の配当   △ 1,470,000 △ 1,470,000  △ 1,470,000

当期純利益   766,567 766,567  766,567

株主資本以外の項目の

当期変動額（純額）

    433 433

当期変動額合計 - - △ 703,432 △ 703,432 433 △ 702,998

当期末残高 490,000 500,000 1,221,625 2,211,625 - 2,211,625

 

重要な会計方針

 

項            目

第29期

自 2019年 1月 1日

至 2019年12月31日

１．有価証券の評価基準及び評価
方法

 

その他有価証券

時価のあるもの

当期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産

直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定）に

よっております。
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２．固定資産の減価償却の方法

 
(1)　有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。ただし、2016年4月1日以降取得の建物

附属設備については、定額法によっております。

 

(2)　無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。ただし、ソフトウェア（自社利用分）

については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法

によっております。

 

３．引当金の計上基準
 

(1)　貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒
実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収
可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
 
(2)　退職給付引当金
従業員の退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に
係る当期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた
簡便法を適用しております。
 
(3)　役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当期末要支
給額を計上しております。
 

４．その他財務諸表作成のための
基本となる重要な事項

 

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっておりま

す。

 

 

注記事項

 

（会計上の見積りの変更）

　当事業年度において、当社の本社事務所の不動産賃貸借契約に基づく退去時における原状回復義務に係る資

産除去債務について、入居時の使用見込期間である10年を経過したことに伴い、今後の使用見込期間を10年と

想定して再見積りを行いました。

　これにより、当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ36,531千円増加しておりま

す。

 

（表示方法の変更）

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日。以下「税効果会計基

準一部改正」という。）を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する

方法に変更しております。

 

（貸借対照表関係）

第28期

2018年12月31日現在

第29期

2019年12月31日現在
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*1　有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 162,740千円
器具備品 184,784千円

 
*2　関係会社項目

貸付金 1,500,000千円
未収入金 236,713千円
その他未払金 182,425千円
長期未払金 182,671千円
  

*1　有形固定資産の減価償却累計額
建物附属設備 166,477千円
器具備品 155,860千円

 
*2　関係会社項目

貸付金 1,010,000千円
未収入金 188,277千円
その他未払金 402,213千円
長期未払金 150,568千円
  

 

（損益計算書関係）

第28期

自　2018年 1月 1日

至　2018年12月31日

第29期

自　2019年 1月 1日

至　2019年12月31日

*1　関係会社項目

営業収益 5,170,103千円
営業費用 2,299,674千円
一般管理費 1,529,054千円
  

*1　関係会社項目

営業収益 3,974,381千円
営業費用 1,490,287千円
一般管理費 1,249,882千円
  

 

（株主資本等変動計算書関係）

第28期（自　2018年1月1日　至　2018年12月31日）

 

1．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 第28期事業年度

期首株式数

第28期事業年度

増加株式数

第28期事業年度

減少株式数

第28期事業年度

期末株式数

発行済株式     

普通株式 9,800株 － － 9,800株

合計 9,800株 － － 9,800株

 

2．自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

 

3．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

 

4．配当に関する事項

 

(1)　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日

2018年

3月28日

定時株主総会

普通株式 980,000 100,000
2017年

12月31日

2018年

3月29日

2018年

9月20日

取締役会

普通株式 980,000 100,000
2018年

6月30日

2018年

9月28日

 

(2)　基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日
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2019年

3月27日

定時株主総会

普通株式 980,000 100,000
2018年

12月31日

2019年

3月29日

第29期（自2019年1月1日至2019年12月31日）

 

1．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 第29期事業年度

期首株式数

第29期事業年度

増加株式数

第29期事業年度

減少株式数

第29期事業年度

期末株式数

発行済株式     

普通株式 9,800株 － － 9,800株

合計 9,800株 － － 9,800株

 

2．自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

 

3．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

 

4．配当に関する事項

 

(1)　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日

2019年

3月27日

定時株主総会

普通株式 980,000 100,000
2018年

12月31日

2019年

3月29日

2019年

9月24日

取締役会

普通株式 490,000 50,000
2019年

6月30日

2019年

9月30日

 

(2)　基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

該当事項はありません。

 

(リース取引関係)

第28期

自　2018年 1月 1日

至　2018年12月31日

第29期

自　2019年 1月 1日

至　2019年12月31日

オペレーティング・リース取引のうち解約不能

のものに係る未経過リース料

 

1年内 5,005千円

1年超 1,251千円

合計 6,256千円

オペレーティング・リース取引のうち解約不能

のものに係る未経過リース料

 

1年内 1,251千円

1年超 0千円

合計 1,251千円

　

 

(金融商品関係)

1．金融商品の状況に関する事項
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第28期

自　2018年 1月 1日

至　2018年12月31日

第29期

自　2019年 1月 1日

至　2019年12月31日

(1）金融商品に対する取組方針

当社は顧客の資産運用を行う上で、自己資金に関し

ても安全な運用を心掛けております。余剰資金は安全

性の高い金融資産で運用し、また、デリバティブ取引

等も行っておりません。

 

(1）金融商品に対する取組方針

同左

(2）金融商品の内容及びそのリスク

当座預金は、預金保険の対象であるため信用リスク

はありません。

貸付金、営業債権である未収委託者報酬および未収

運用受託報酬、未収入金については、顧客の信用リス

クに晒されております。

未収入金、未収運用受託報酬、その他未払金および

長期未払金の一部には、海外の関連会社との取引によ

り生じた外貨建ての資産・負債を保有しているため、

為替相場の変動による市場リスクに晒されておりま

す。

 

(2）金融商品の内容及びそのリスク

同左

(3）金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）

の管理

預金に係る銀行の信用リスクに関しては、口座開設

時及びその後も継続的に銀行の信用力を評価し、格付

けの高い金融機関でのみ運用し、預金に係る信用リス

クを管理しております。

貸付金は海外の関連会社に対するものであり、概ね

３ヵ月程度と短期であり、期限前でも必要に応じて一

部または全ての返済を要求できるという契約のため、

回収が不能となるリスクは僅少であります。

未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、投資信託

または取引相手ごとに残高を管理し、当社が運用して

いる資産の中から報酬を徴収するため、信用リスクは

僅少であります。

また、未収入金は、概ね、海外の関連会社との取引

により生じたものであり、原則、翌月中に決済が行わ

れる事により、回収が不能となるリスクは僅少であり

ます。

 

(3）金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）

の管理

同左

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

外貨建ての債権債務に関する為替の変動リスクに関

しては、個別の案件ごとに毎月残高照合等を行い、原

則、翌月中に決済が行われる事により、リスクは僅少

であります。

 

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

同左

③流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくな

るリスク）の管理

余剰資金はキャッシュフロー分析に基づき、関連会

社への要求払い条件付き短期貸付で運用することによ

り、流動性リスクを管理しております。

 

③流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくな

るリスク）の管理

同左
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2．金融商品の時価等に関する事項

 

第28期（2018年12月31日現在）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり

であります。

（単位：千円）

 
貸借対照表

計上額
時価 差額

（１）　預金 1,662,090 1,662,090 －

（２）　貸付金 1,500,000 1,500,000 －

（３）　未収入金 236,713 236,713 －

（４）　未収委託者報酬 705,207 705,207 －

（５）　未収運用受託報酬 1,490,494 1,490,494 －

資産計 5,594,505 5,594,505 －

（１）　未払手数料　 193,667 193,667 －

（２）　その他未払金 1,777,995 1,777,995 －

（３）　長期未払金 632,083 633,721 △1,638

負債計 2,603,746 2,605,384 △1,638

 

第29期（2019年12月31日現在）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおり

であります。

（単位：千円）

 
貸借対照表

計上額
時価 差額

（１）　預金 1,345,979 1,345,979 －

（２）　貸付金 1,010,000 1,010,000 －

（３）　未収入金 207,801 207,801 －

（４）　未収委託者報酬 639,271 639,271 －

（５）　未収運用受託報酬 1,013,562 1,013,562 －

資産計 4,216,615 4,216,615 －

（１）　未払手数料　 181,987 181,987 －

（２）　その他未払金 1,666,506 1,666,506 －

（３）　長期未払金 542,551 543,790 △1,239

負債計 2,391,045 2,392,284 △1,239

 

（注1）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

第28期

2018年12月31日現在

第29期

2019年12月31日現在

資産

（1）預金

預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価

額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。

 

資産

（1）預金

同左

 

 

（2）貸付金

貸付金はすべて短期であるため、時価は帳簿

価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。

 

（2）貸付金

同左
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（3）未収入金

未収入金は短期債権であるため、時価は帳簿

価額と近似していることから、当該帳簿価額に

よっております。

 

（3）未収入金

同左

 

 

（4）未収委託者報酬

未収委託者報酬は短期債権であるため、時価

は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿

価額によっております。

 

（4）未収委託者報酬

同左

（5）未収運用受託報酬

未収運用受託報酬は短期債権であるため、時

価は帳簿価額と近似していることから、当該帳

簿価額によっております。

 

（5）未収運用受託報酬

同左

 

 

負債

（1）未払手数料

未払手数料は短期債務であるため、時価は帳

簿価額と近似していることから、当該帳簿価額

によっております。

 

負債

（1）未払手数料

同左

 

 

（2）その他未払金

その他未払金は短期債務であるため、時価は

帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価

額によっております。

 

（2）その他未払金

同左

 

 

（3）長期未払金

長期未払金の時価の算定は、合理的に見積り

した支払予定時期に基づき、日本国債の利回り

で割り引いた現在価値によっております。

（3）長期未払金

同左

 

 

（注2）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

第28期（2018年12月31日現在）  （単位：千円）

 1年以内 1年超

預金 1,662,090 －

貸付金 1,500,000 －

未収入金 236,713 －

未収委託者報酬 705,207 －

未収運用受託報酬 1,490,494 －

合計 5,594,505 －

 

第29期（2019年12月31日現在）  （単位：千円）

 1年以内 1年超

預金 1,345,979 －

貸付金 1,010,000 －

未収入金 207,801 －

未収委託者報酬 639,271 －

未収運用受託報酬 1,013,562 －

合計 4,216,615 －

 

（注3）社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の決算日後の返済予定額
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第28期（2018年12月31日現在）

該当事項はありません。

 

第29期（2019年12月31日現在）

該当事項はありません。

 

（有価証券関係）

1. その他有価証券

 

第28期（2018年12月31日現在）  （単位：千円）

区分 貸借対照表計上額 取得原価 差額

貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

証券投資信託受益証券
2,103 2,060 43

貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

証券投資信託受益証券
6,139 6,616 △476

合計 8,242 8,676 △433

 

第29期（2019年12月31日現在）

該当事項はありません。

 

2. 事業年度中に売却したその他有価証券

 

第28期（自2018年1月1日至2018年12月31日）

財務諸表等規則第8条の7により記載を省略しております。

 

第29期（自2019年1月1日至2019年12月31日）

財務諸表等規則第8条の7により記載を省略しております。

（退職給付関係）

第28期
自　2018年 1月 1日
至　2018年12月31日

第29期
自　2019年 1月 1日
至　2019年12月31日

1.採用している退職給付制度の概要
当社は、従業員の退職給付に充てるため、退職一

時金制度を採用しております。
当社が有する退職一時金制度では、簡便法により

退職給付引当金及び退職給付費用を計算しており、
給与と勤務期間に基づいた一時金を支給しておりま
す。
 

1.採用している退職給付制度の概要
同左

2.確定給付制度
(1)退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
 

期首における退職給付引当金
 868,018千円
退職給付費用 136,621千円
退職給付の支払額 △99,355千円
期末における退職給付引当金
 905,285千円
  

2.確定給付制度
(1)退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
 

期首における退職給付引当金
 905,285千円
退職給付費用 130,479千円
退職給付の支払額 △195,453千円
期末における退職給付引当金
 840,311千円
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(2)退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に
計上された前払年金費用及び退職給付引当
金の調整表

 
積立型制度の退職給付債務

 －
年金資産 －
 －
非積立型制度の退職給付債務
 905,285千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
 905,285千円
退職給付引当金 905,285千円
貸借対照表に計上された負債と資産の純額
 905,285千円
  

(2)退職給付債務及び年金資産と貸借対照表に
計上された前払年金費用及び退職給付引当
金の調整表

 
積立型制度の退職給付債務

 －
年金資産 －
 －
非積立型制度の退職給付債務
 840,311千円

貸借対照表に計上された負債と資産の純額
 840,311千円
退職給付引当金 840,311千円

貸借対照表に計上された負債と資産の純額
 840,311千円
  

(3)退職給付に関連する損益
簡便法で計算した退職給付費用

 136,621千円
  

　

(3)退職給付に関連する損益
簡便法で計算した退職給付費用

 130,479千円
  

 

（税効果会計関係）

第28期
自　2018年 1月 1日

至　2018年12月31日

第29期
自　2019年 1月 1日

至　2019年12月31日

1．繰延税金資産発生の主な原因別内訳
繰延税金資産

 （千円）

未払費用否認 737,699

退職給付引当金損金  

算入限度超過額 277,198
役員退職慰労引当金否認 2,908
資産除去債務 27,253
その他 20,132

  
繰延税金資産小計 1,065,191
評価性引当額 -

  
繰延税金資産合計 1,065,191

  
繰延税金資産の純額 1,065,191

1．繰延税金資産発生の主な原因別内訳
繰延税金資産

 （千円）

未払費用否認 665,647

退職給付引当金損金  

算入限度超過額 257,303
役員退職慰労引当金否認 4,523
資産除去債務 17,132
その他 1,510

  
繰延税金資産小計 946,117
評価性引当額 -

  
繰延税金資産合計 946,117

  
繰延税金資産の純額 946,117

  

2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の
負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異
の原因となった主要な項目別内訳
 
法定実効税率 30.9％
（調整）  
役員賞与等永久に損金  

算入されない項目 3.3％
過年度法人税等 0.7％
その他 △1.9％

  
税効果会計適用後の  
法人税等の負担率 33.0％

2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の
負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異
の原因となった主要な項目別内訳
 
法定実効税率 30.6％
（調整）  
役員賞与等永久に損金  

算入されない項目 4.9％
過年度法人税等 0.0％
その他 △0.3％

  
税効果会計適用後の  
法人税等の負担率 35.3％

  

（資産除去債務関係）

 

1．資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

（1）当該資産除去債務の概要

当社は、本社事務所の賃借契約において、建物所有者との間で貸室賃貸借契約を締結しており、賃借期間終
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了時に原状回復する義務を有しているため、契約上の義務に関して資産除去債務を計上しております。

（2）当該資産除去債務の金額の算定方法

当初の使用見込期間を経過したため当会計期間中に再見積もりを実施し、当初算定時と同じ使用見込期間及

び割引率（10年間、1.4％）を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

（3）当該資産除去債務の総額の増減

（単位：千円）

 

第28期

自　2018年 1月 1日

至　2018年12月31日

 

第29期

自　2019年 1月 1日

至　2019年12月31日

期首残高 90,113  91,375

有形固定資産の取得に伴う増加額 －  －

その他増減額（△は減少） 1,261  △35,422

期末残高 91,375  55,952

 

2.　貸借対照表に計上しているもの以外の資産除去債務

該当事項はありません。

 

（セグメント情報等）

＜セグメント情報＞

当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行う

とともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っております。ま

た「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。当社は、投資運用業及び投資助言・代理

業にこれらの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セグメントとしております。

従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。

 

＜関連情報＞

第28期（自　2018年1月1日　至　2018年12月31日）

1．製品およびサービスごとの情報

    （単位：千円）

 
投資信託業 投資顧問業

海外ファンド

サービス
その他 合計

外部顧客への

営業収益
3,095,865 5,855,881 2,482,190 276,901 11,710,839

 

2．地域ごとの情報

(1) 営業収益

  （単位：千円）

日本 その他 合計

8,161,026 3,549,812 11,710,839

(注)　海外外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める地域はありません。

 

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ご

との有形固定資産の記載を省略しております。

 

3．主要な顧客ごとの情報

  （単位：千円）

顧客の名称又は氏名 営業収益 関連するセグメント

Ａ社 （※） 1,238,441 投資顧問業

（※）Ａ社との間で守秘義務契約を負っているため、社名の公表は控えております。
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＜報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報＞

該当事項はありません。

 

＜報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報＞

該当事項はありません。

 

＜報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報＞

該当事項はありません。

 

第29期（自　2019年1月1日　至　2019年12月31日）

1．製品およびサービスごとの情報

    （単位：千円）

 
投資信託業 投資顧問業

海外ファンド

サービス
その他 合計

外部顧客への

営業収益
2,711,007 3,914,289 1,939,468 276,788 8,841,553

 

2．地域ごとの情報

(1) 営業収益

  （単位：千円）

日本 その他 合計

6,158,330 2,683,223 8,841,553

(注)　海外外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める地域はありません。

 

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、地域ご

との有形固定資産の記載を省略しております。

 

3．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載はあり

ません。

 

＜報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報＞

該当事項はありません。

 

＜報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報＞

該当事項はありません。

 

＜報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報＞

該当事項はありません。

 

（関連当事者との取引）

 

第28期 （ 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 ）

 

1　関連当事者との取引

（1） 親会社 (単位　千円）

種類
会社等の

名称
所在地 資本金

事業の

内容

議決権

の所有

(被所有）

割合

関連

当事者

との関係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高
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親会社

 

シュローダー・イ

ンターナショナ

ル・ホールディン

グス・リミテッド

イギリス、

ロンドン市

425.5

百万

ポンド

持株

会社

被所有

直接100%

当社への

出資

 

剰余金の配当

 

1,960,000 - -

           

           

最終

親会社

シュローダー・

ピーエルシー

イギリス、

ロンドン市

282.5

百万

ポンド

持株

会社

被所有

間接100%

当社の

最終

親会社

一般管理費

（役員および

従業員の賞与

の負担金）

（注1）

61,184 未払金

(その他

未払金）

 

長期

未払金

182,425

 

 

 

182,672

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注1）当社の役員及び従業員への賞与の支払いの一部は、シュローダー・ピーエルシーより行われております。但し、これらの費用は

シュローダー・ピーエルシーより当社に請求されるものであり、未払いの金額については、シュローダー・ピーエルシーに対する

債務として処理しております。

 

（2） 兄弟会社等 (単位　千円）

種類
会社等の

名称
所在地 資本金

事業の

内容

議決権

の所有

(被所有）

割合

関連

当事者

との関係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

           

親会社

の

子会社

（注2)

シュローダー・

フィナンシャル・

サービセズ・リミ

テッド

イギリス、

ロンドン市

61.6

百万

ポンド

資金

管理業

 

- 余資の

貸付等

資金の回収

（注6)

 

資金の貸付

（注6)

 

受取利息

5,520,000

 

 

5,520,000

 

 

934

貸付金

 

 

 

 

 

未収入金

1,500,000

 

 

 

 

 

198

           

           

兄弟

会社

（注3)

シュローダー・イ

ンベストメント・

マネージメント・

リミテッド

イギリス、

ロンドン市

155.0

百万

ポンド

投資

運用業

- 運用受託

契約の

再委任等

運用受託報酬

の受取（注7)

74,427 未収運用

受託報酬

6,665

       サービス提供

業務報酬

の受取

（注8)

313,078

 

未収入金

 

45,986

 

           

       情報提供業務

報酬の受取

（注9)

159,464

 

  

           

       役務提供業務

の対価の受取

（注9)

69,370

 

  

           

       運用再委託報

酬の支払

（注7）

1,865,835

 

未払金

(その他

未払金）

123,105
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       一般管理費

(諸経費）の支

払（注9）

330,481

 

  

           

           
兄弟

会社

（注4）

シュローダー・イ

ンベストメント・

マネージメント・

(シンガポー

ル）・リミテッド

シンガポール 50.7

百万

シンガ

ポールド

ル

投資

運用業

- 運用受託

契約の

再委任、

業務

委託等

運用受託報酬

の受取（注7)

67,415

 

未収運用

受託報酬

6,089

 

       

    サービス提供

業務報酬

の受取

（注8)

232,131

 

未収入金 22,662

 

        

    役務提供業務

の対価の受取

（注9)

11,123

 

  

         

    

  

運用再委託報

酬の支払

（注7）

21,934

 

未払金

(その他

未払金）

109,182

 

          

    

  

一般管理費(諸

経費）の支払

（注9）

880,811

 

  

          

           

兄弟

会社の

子会社

（注5）

シュローダー・イ

ンベストメント・

マネージメント

（ヨーロッパ）・

エス・エー

ルクセンブル

ク

12.8

百万

ユーロ

資産

管理業

- 運用受託

契約の

再委任等

運用受託報酬

の受取（注7)

2,029,159

 

未収運用

受託報酬

132,117

 

  

   

サービス提供

業務報酬

の受取

（注8)

1,334,923

 

未収入金 91,383

 

         

    

   

運用再委託報

酬の支払

（注7）

118,866 未払金

(その他

未払金）

9,529

 

           

（注2）当社の最終親会社であるシュローダー・ピーエルシーが、直接の子会社であるシュローダー・アドミニストレイション・リミテッ

ド、及び、その直接の子会社であるシュローダー・フィナンシャル・ホールディングス・リミテッドを通して、シュローダー・

フィナンシャル・サービセズ・リミテッドの議決権の100％を保有しております。

（注3）当社の親会社であるシュローダー・インターナショナル・ホールディングス・リミテッドが、シュローダー・インベストメント・

マネージメント・リミテッドの議決権の100％を保有しております。

（注4）当社の親会社であるシュローダー・インターナショナル・ホールディングス・リミテッドが、シュローダー・インベストメント・

マネージメント・(シンガポール）・リミテッドの議決権の100％を保有しております。

（注5）当社の兄弟会社であるシュローダー・インターナショナル・ファイナンス・ビー・ヴィーが、シュローダー・インベストメント・

マネージメント(ヨーロッパ）・エス・エーの議決権の100％を保有しております。

（注6）資金の貸付については、貸付利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており、返済期間は概ね３ヶ月であります。なお、

担保は受け入れておりません。

（注7）各社間の運用受託報酬の収受については、各ファンドの契約毎に契約運用資産に対する各社の運用資産の割合に応じた一定の比率

により決定しております。

（注8）各社間のサービス提供業務の報酬の収受については、各ファンドの契約毎に、グループ会社間の契約に基づき、一定の比率により
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決定しております。

（注9）情報提供業務・役務提供業務・調査費・その他営業費用及び一般管理費（諸経費）の報酬の収受については、当業務に関する支出

を勘案して合理的な金額により行っております。

 

 

2　親会社又は重要な関連会社に関する注記

（1） 親会社情報

シュローダー・ピーエルシー（最終親会社、ロンドン証券取引所に上場）

シュローダー・インターナショナル・ホールディングス・リミテッド（親会社、非上場）

 

（2） 重要な関連会社の要約財務諸表

該当事項はありません。

第29期 （ 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 ）

 

1　関連当事者との取引

（1） 親会社 (単位　千円）

種類
会社等の

名称
所在地 資本金

事業の

内容

議決権

の所有

(被所有）

割合

関連

当事者

との関係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

           

親会社

 

シュローダー・イ

ンターナショナ

ル・ホールディン

グス・リミテッド

イギリス、

ロンドン市

425.5

百万

ポンド

持株

会社

被所有

直接100%

当社への

出資

 

剰余金の配当

 

1,470,000 - -

           

           

最終

親会社

シュローダー・

ピーエルシー

イギリス、

ロンドン市

282.5

百万

ポンド

持株

会社

被所有

間接100%

当社の

最終

親会社

 

一般管理費

（役員および

従業員の賞与

の負担金）

（注1）

71,267 未払金

(その他

未払金）

 

長期

未払金

119,523 

 

 

 

135,141 

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注1）当社の役員及び従業員への賞与の支払いの一部は、シュローダー・ピーエルシーより行われております。 但し、これらの費用は

シュローダー・ピーエルシーより当社に請求されるものであり、未払いの金額については、シュローダー・ピーエルシーに対する

債務として処理しております。

 

（2） 兄弟会社等 (単位　千円）

種類
会社等の

名称
所在地 資本金

事業の

内容

議決権

の所有

(被所有）

割合

関連

当事者

との関係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

           

親会社

の

子会社

（注2)

シュローダー・

フィナンシャル・

サービセズ・リミ

テッド

イギリス、

ロンドン市

61.6

百万

ポンド

資金

管理業

 

- 余資の

貸付等

資金の回収

（注6)

 

資金の貸付

（注6)

 

受取利息

4,530,000

 

 

4,040,000

 

 

463

貸付金

 

 

 

 

 

未収入金

1,010,000

 

 

 

 

 

24

           

EDINET提出書類

シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社(E12586)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

44/56



           

兄弟

会社

（注3)

シュローダー・イ

ンベストメント・

マネージメント・

リミテッド

イギリス、

ロンドン市

155.0

百万

ポンド

投資

運用業

- 運用受託

契約の

再委任等

運用受託報酬

の受取（注7)

67,947 未収運用

受託報酬

9,713

           

       サービス提供

業務報酬

の受取

（注8)

305,298 未収入金

 

55,332

           

       情報提供業務

報酬の受取

（注9)

159,053   

           

       役務提供業務

の対価の受取

（注9)

63,840

 

  

           

       運用再委託報

酬の支払

（注7）

1,092,097 未払金

(その他

未払金）

129,496

           

       一般管理費

(諸経費）の支

払（注9）

356,723   

           

           

兄弟

会社

（注4）

シュローダー・イ

ンベストメント・

マネージメント・

(シンガポー

ル）・リミテッド

シンガポール 50.7

百万

シンガ

ポールド

ル

投資

運用業

- 運用受託

契約の

再委任、

業務

委託等

運用受託報酬

の受取（注7)

61,401 未収運用

受託報酬

5,295

       

    サービス提供

業務報酬

の受取

（注8)

180,139 未収入金 12,277

 

        

    役務提供業務

の対価の受取

（注9)

10,786   

         

    

  

運用再委託報

酬の支払

（注7）

17,780 未払金

(その他

未払金）

76,016

          

    

  

一般管理費(諸

経費）の支払

（注9）

717,726

 

  

          

           

兄弟

会社の

子会社

（注5）

シュローダー・イ

ンベストメント・

マネージメント

（ヨーロッパ）・

ルクセンブル

ク

14.6

百万

ユーロ

資産

管理業

- 運用受託

契約の

再委任等

運用受託報酬

の受取（注7)

1,419,530 未収運用

受託報酬

110,631
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 エス・エー         

  

   

サービス提供

業務報酬

の受取

（注8)

1,081,204 未収入金 82,042

    

   

  未払金

(その他

未払金）

7,653

           

（注2）当社の最終親会社であるシュローダー・ピーエルシーが、直接の子会社であるシュローダー・アドミニストレイション・リミテッ

ド、及び、その直接の子会社であるシュローダー・フィナンシャル・ホールディングス・リミテッドを通して、シュローダー・

フィナンシャル・サービセズ・リミテッドの議決権の100％を保有しております。

（注3）当社の親会社であるシュローダー・インターナショナル・ホールディングス・リミテッドが、シュローダー・インベストメント・

マネージメント・リミテッドの議決権の100％を保有しております。

（注4）当社の親会社であるシュローダー・インターナショナル・ホールディングス・リミテッドが、シュローダー・インベストメント・

マネージメント・(シンガポール）・リミテッドの議決権の100％を保有しております。

（注5）当社の兄弟会社であるシュローダー・インターナショナル・ファイナンス・ビー・ヴィーが、シュローダー・インベストメント・

マネージメント(ヨーロッパ）・エス・エーの議決権の100％を保有しております。

（注6）資金の貸付については、貸付利率は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しており、返済期間は概ね３ヶ月であります。なお、

担保は受け入れておりません。

（注7）各社間の運用受託報酬の収受については、各ファンドの契約毎に契約運用資産に対する各社の運用資産の割合に応じた一定の比率

により決定しております。

（注8）各社間のサービス提供業務の報酬の収受については、各ファンドの契約毎に、グループ会社間の契約に基づき、一定の比率により

決定しております。

（注9）情報提供業務・役務提供業務・調査費・その他営業費用及び一般管理費（諸経費）の報酬の収受については、当業務に関する支出

を勘案して合理的な金額により行っております。

 

2　親会社又は重要な関連会社に関する注記

（1） 親会社情報

シュローダー・ピーエルシー（最終親会社、ロンドン証券取引所に上場）

シュローダー・インターナショナル・ホールディングス・リミテッド（親会社、非上場）

 

（2） 重要な関連会社の要約財務諸表

該当事項はありません。

 

（1株当たり情報）

第28期

自　2018年 1月 1日

至　2018年12月31日

第29期

自　2019年 1月 1日

至　2019年12月31日
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1株当たり純資産額 297,410円60銭

  

1株当たり当期純利益 180,585円91銭

 

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額

については、潜在株式が存在しないため記載してお

りません。

 

1株当たり当期純利益の算定上の基礎

損益計算書上の当期純利益 1,769,741千円

普通株式に係る当期純利益 1,769,741千円

普通株式に帰属しない金額の主要な内訳

該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数 9,800 株

　

1株当たり純資産額 225,676円03銭

  

1株当たり当期純利益 78,221円18銭

 

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額

については、潜在株式が存在しないため記載してお

りません。

 

1株当たり当期純利益の算定上の基礎

損益計算書上の当期純利益 766,567千円

普通株式に係る当期純利益 766,567千円

普通株式に帰属しない金額の主要な内訳

該当事項はありません。

普通株式の期中平均株式数 9,800 株

　

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

 

 

中 間 財 務 諸 表

（１） 中 間 貸 借 対 照 表

  (単位：千円）

 第30期 中間会計期間末

2020年6月30日

   

資　産　の　部   

流　動　資　産   

預金  1,566,849

前払費用  63,080

貸付金  765,000

未収入金  116,086

未収委託者報酬  521,427

未収運用受託報酬  551,248

未収還付法人税等  24,553

流 動 資 産 合 計  3,608,245

固　定　資　産   

有 形 固 定 資 産   

建物附属設備(純額） *1 15,383

器具備品(純額） *1 44,660

有形固定資産合計  60,043

無 形 固 定 資 産  5,490

投資その他の資産   

投資有価証券  1,534

長期差入保証金  273,059

繰延税金資産  835,970

投資その他の資産合計  1,110,564

固 定 資 産 合 計  1,176,098

資　産　合　計  4,784,344
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(単位：千円）

 第30期 中間会計期間末

2020年6月30日

   

負 債 の 部   

流　動　負　債   

預り金  73,019

未払金  913,950

未払費用  51,540

未払消費税等 *2 27,294

賞与引当金  318,433

役員賞与引当金  52,809

流 動 負 債 合 計  1,437,047

固　定　負　債   

長期未払金  399,801

長期未払費用  1,502

退職給付引当金  885,709

役員退職慰労引当金  5,094

資産除去債務  56,342

固 定 負 債 合 計  1,348,450

負　債　合　計  2,785,498

純 資 産 の 部   

株　主　資　本   

資本金  490,000

資本剰余金   

資本準備金  500,000

資本剰余金合計  500,000

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金  1,008,965

利益剰余金合計  1,008,965

株主資本合計  1,998,965

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金  △ 119

評価・換算差額等合計  △ 119

純 資 産 合 計  1,998,846

負 債 純 資 産 合 計  4,784,344

 
 

（２）中 間 損 益 計 算 書

(単位：千円）

 第30期 中間会計期間

自　2020年1月 1日

至　2020年6月30日

   

営 業 収 益   

委託者報酬  1,192,683

運用受託報酬  1,683,023

その他営業収益  804,412

営 業 収 益 計　  3,680,118

営業費用及び一般管理費 *4 3,555,850

営 業 利 益  124,268

営 業 外 収 益 *1 32,388

営 業 外 費 用 *2 1,052

経 常 利 益  155,604
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特 別 損 失 *3 59,541

税引前中間純利益  96,063

法人税、住民税及び事業税  △ 46,424

法人税等調整額  110,147

法人税等合計  63,723

中間純利益  32,340

 
 

（３）中 間 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

第30期 中間会計期間（自　2020年1月1日　至　2020年6月30日）
（単位：千円）

 株主資本 評価・換算差額等 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 その他有価証券

評価差額金

 

資本準備金 その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高 490,000 500,000 1,221,625 2,211,625 - 2,211,625

当中間期変動額       

剰余金の配当   △ 245,000 △ 245,000  △ 245,000

中間純利益   32,340 32,340  32,340

株主資本以外の項目の

当中間期変動額（純額）

    △ 119 △ 119

当中間期変動額合計 - - △ 212,659 △ 212,659 △ 119 △ 212,778

当中間期末残高 490,000 500,000 1,008,965 1,998,965 △ 119 1,998,846

 
 

重要な会計方針

項　　目

第30期中間会計期間

自 2020年1月 1日

至 2020年6月30日

1. 有価証券の評価基準及び評価方法

 

その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法（評
価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原
価は、移動平均法により算定）によっております。 

2. 固定資産の減価償却の方法

 

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。ただし、2016年4月1日以
降取得の建物附属設備については、定額法によって
おります。
 
(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。ただし、ソフトウェア
（自社利用分）については、社内における利用可能
期間（5年）に基づく定額法によっております。
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3. 引当金の計上基準

 

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に
ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不
能見込額を計上しております。
 
(2) 賞与引当金

従業員に支給する賞与の支払いに備えるため、支給
見込額に基づき中間会計期間に見合う分を計上して
おります。
 
(3) 役員賞与引当金

役員に支給する賞与の支払いに備えるため、支給見
込額に基づき中間会計期間に見合う分を計上してお
ります。
 
(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付引当金及び退職給付費用の計算
に、退職給付に係る当中間会計期間末自己都合要支
給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適
用しております。
 
(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づ
く当中間会計期間末要支給額を計上しております。

4. その他中間財務諸表作成のための基本となる

重要な事項
 

消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式に
よっております。

 

 

注　記　事　項

 

（中間貸借対照表関係）             

項　　目
第30期中間会計期間末

2020年6月30日現在

*1.　有形固定資産の減価償却累計額
 

建物附属設備 167,195千円
器具備品 158,544千円
  
 

*2.　消費税等の取扱い 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未払
消費税等として表示しております。

 

（中間損益計算書関係）

 

項　　目

第30期中間会計期間

自 2020年1月 1日

至 2020年6月30日

*1.　営業外収益の主要項目 受取利息 64千円

受取配当金 3千円

為替差益 29,453千円

雑益 2,867千円
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*2.　営業外費用の主要項目 雑損失 1,052千円

  

 

*3.　特別損失の主要項目 割増退職金等 59,541千円

  

 

*4.　減価償却実施額 有形固定資産 7,535千円

無形固定資産 531千円

 

 

（中間株主資本等変動計算書関係）

第30期中間会計期間（自　2020年1月1日　至　2020年6月30日）

 

1.　発行済株式の種類及び総数に関する事項

 第30期事業年度

期首株式数

第30期中間会計

期間増加株式数

第30期中間会計

期間減少株式数

第30期中間会計

期間末株式数

発行済株式     

普通株式 9,800株 － － 9,800株

合計 9,800株 － － 9,800株

 

2.　自己株式の種類及び株式数に関する事項

該当事項はありません。

 

3.　新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

 

4.　配当に関する事項

(1)配当金支払額

 

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日

2020年3月23日

定時株主総会
普通株式 245,000 25,000 2019年12月31日 2020年3月31日

 

(2) 基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末日後となるもの

該当事項はありません。

 

（金融商品関係）

第30期中間会計期間末（2020年6月30日現在）

金融商品の時価等に関する事項

 

2020年6月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま

す。

 
中間貸借対照表

計上額
時価 差額

(1)　預金 1,566,849千円 1,566,849千円 －

(2)　貸付金 765,000千円 765,000千円 －

(3)　未収入金 116,086千円 116,086千円 －

(4)　未収委託者報酬 521,427千円 521,427千円 －

(5)　未収運用受託報酬 551,248千円 551,248千円 －
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資産計 3,520,612千円 3,520,612千円 －

(1)　未払金 913,950千円 913,950千円 －

(2)　長期未払金 399,801千円 400,692千円 △890千円

負債計 1,313,751千円 1,314,642千円 △890千円

（注）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

 

資産

（1）預金

預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま

す。

 

（2）貸付金

貸付金は短期債権であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま

す。

 

（3）未収入金

未収入金は短期債権であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま

す。

 

（4）未収委託者報酬

未収委託者報酬は短期債権であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によって

おります。

 

（5）未収運用受託報酬

未収運用受託報酬は短期債権であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ

ております。

 

負債

（1）未払金

未払金は短期債務であるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっておりま

す。

 

（2）長期未払金

長期未払金の時価の算定は、合理的に見積りした支払予定時期に基づき、日本国債の利回りで割り引いた

現在価値によっております。

(有価証券関係)

その他有価証券

第30期中間会計期間末（2020年6月30日現在）

区分 中間貸借対照表計上額 取得原価 差額

中間貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの

証券投資信託受益証券

557千円　 553千円 3千円

中間貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの

証券投資信託受益証券

976千円　 1,100千円 △123千円

合計 1,534千円　 1,653千円 △119千円

 

（資産除去債務関係）

第30期中間会計期間末（2020年6月30日現在）

 

資産除去債務のうち中間貸借対照表に計上しているもの
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当中間会計期間における当該資産除去債務の総額の増減

 

当事業年度期首残高 55,952千円

有形固定資産の取得に伴う増加額 －千円

その他増減額（△は減少） 　  389千円

当中間会計期間末残高 　56,342千円

 

（セグメント情報等）

＜セグメント情報＞

当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社であり証券投資信託の設定を行う

とともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っております。ま

た「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っております。当社は、投資運用業及び投資助言・代理

業にこれらの附帯業務を集約した単一セグメントを報告セグメントとしております。

従いまして、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。

 

＜関連情報＞

第30期中間会計期間（自　2020年1月1日　　至　2020年6月30日　）

1.　製品およびサービスごとの情報

（単位：千円）

 
投資信託業 投資顧問業

海外ファンド

サービス
その他 合計

外部顧客への

営業収益
1,192,683 1,683,023 682,711 121,701 3,680,118

2.　地域ごとの情報

(1) 営業収益

（単位：千円）

日本 その他 合計

2,565,193 1,114,925 3,680,118

(注) 海外外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める地域はありませ

ん。

 

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域

ごとの有形固定資産の記載を省略しております。

 

3.　主要な顧客ごとの情報

外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はあ

りません。

 

＜報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報＞

第30期中間会計期間（自　2020年1月1日　　至　2020年6月30日　）

該当事項はありません。

 

＜報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報＞

第30期中間会計期間（自　2020年1月1日　　至　2020年6月30日　）

該当事項はありません。

 

＜報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報＞

第30期中間会計期間（自　2020年1月1日　　至　2020年6月30日　）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

第30期中間会計期間

自 2020年1月 1日

至 2020年6月30日

１株当たり純資産額 203,963円88銭

１株当たり中間純利益 3,300円00銭

なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

   

１株当たり中間純利益の算定上の基礎   

中間損益計算書上の中間純利益 32,340千円

普通株式に係る中間純利益 32,340千円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳   

該当事項はありません。   

普通株式の期中平均株式数 9,800株
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独立監査人の監査報告書

令和２年３月１３日

シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社

取　締　役　会　　御　中

 

 EY新日本有限責任監査法人  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 伊　藤　　志　保

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員

 

 
公認会計士 櫻　井　　雄一郎

 

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」

に掲げられているシュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社の平成３１年１月１日から令和元年１２月３

１日までの第２９期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針

及びその他の注記について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に

表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ

とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の

基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策

定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当

監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され

る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク

評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部

統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積

りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、シュ

ローダー・インベストメント・マネジメント株式会社の令和元年１２月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了

する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　 上

(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

す。

　　2.ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の中間監査報告書

２０２０年９月２３日

シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社

取　締　役　会　　御　中

 

 EY新日本有限責任監査法人  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 櫻　井　雄一郎

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員

 

 
公認会計士 水　永　真太郎

 

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」

に掲げられているシュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社の２０２０年１月１日から２０２０年１２月

３１日までの第３０期事業年度の中間会計期間（２０２０年１月１日から２０２０年６月３０日まで）に係る中間財

務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注

記について中間監査を行った。

中間財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を

作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成

し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表

明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査

を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して

投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画

を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。

中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続

の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間

財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監

査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、

当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作

成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適

用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

中間監査意見

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準

拠して、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社の２０２０年６月３０日現在の財政状態及び同日

をもって終了する中間会計期間（２０２０年１月１日から２０２０年６月３０日まで）の経営成績に関する有用な情

報を表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお

ります。

　　2.ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれていません。
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